
1　経済的支援 令和８年５月現在

事業名 内容 受付窓口

1 児童扶養手当

ひとり親家庭、父又は母が重度障害の状態にある家庭、父母以外の養育者に
養育されている児童（18歳に達した日以降の最初の３月31日までの間にある
［心身に中程度以上の障害を有する場合は20歳に達する月までの］者）を対
象に支給します。ただし、所得制限や資格要件等があります。
・手当の月額　　[全部支給：48,050円、一部支給：48,050円～11,340円］

読谷村役場
こども未来課

（📞982-9240）

2 特別児童扶養手当

身体や精神に中程度以上の障害がある20歳未満のお子さんの父母又は養
育者に支給します。（ただし、施設に入所しているときは対象外です。また、所
得制限があります。）
・手当の月額　　・１級の児童１人につき：58,450円
　　　　　　　　　  ・２級の児童１人につき：38,930円

読谷村役場
こども未来課

（📞982-9240）

3 障害児福祉手当
重度の障害を有するため、日常生活で常時介護を要する在宅の20歳未満の
方
・手当の月額　対象児童１人につき：16,560円

読谷村役場
福祉課

（📞982-9209）

4 児童手当
18歳までの児童を養育している全ての世帯に支給されます。
・手当の月額　児童1人につき：10,000円～30,000円

読谷村役場
こども未来課

（📞982-9240）

5
母子及び父子家庭
等医療費助成

ひとり親家庭に対し、医療費（健康保険適用分）の一部を助成します。
ただし、所得制限や資格要件等があります。
※公的年金受給者で児童扶養手当を受給できない方も対象となる場合もあり
ます。

読谷村役場
こども未来課

（📞982-9240）

6 こども医療費助成
中学生卒業までのこどもの医療費（健康保険適用分）を助成します。
・助成の対象：出生から中学生卒業まで

読谷村役場
こども未来課

（📞982-9240）

7
ひとり親家庭等認可
外保育施設利用料
補助事業

読谷村に保育所の利用申し込みを行ったが、定員に空きがない等の理由で
認可外保育施設を利用している場合に、月額33,000円を上限に認可外保育
施設利用料を補助します。
※幼児教育・保育無償化の対象となっている世帯は対象外です。

読谷村役場
こども未来課

（📞982-9240）

8
母子父子寡婦福祉
資金貸付金

ひとり親家庭に対して、低利又は無利子で、親の技能習得資金、技能習得期
間中の生活資金、子の修学資金など全12種類の貸付を行っています。
・申請窓口：読谷村役場こども未来課
・審査、貸付：沖縄県中部福祉事務所

読谷村役場
こども未来課

（📞982-9240）

9
ひとり親家庭住宅支
援資金貸付金

自立に向けて取り組むひとり親家庭への家賃の支払いを支援します。
対象者：児童扶養手当を受けている方で、来所面談し、母子・父子自立支援
プログラム策定事業に基づくプログラム策定を受けている方
・月額上限7万円×最長12ヵ月貸付
（本人の取り組みにより改善を果たし1年間就労を継続した場合は償還免除）

沖縄県母子寡婦
福祉連合会

（📞887-4099）

10 就学援助制度
学校教育法などにもとづいて、小中学校の子どもがいる家庭に学用品費や学
校給食費などを市町村が援助します。
※令和７年度より、児童扶養手当一部支給の方も対象となりました。

読谷村役場
教育総務課

（📞982-9228）

11
沖縄県バス通学等
支援事業

意欲ある生徒が安心して教育を受けられるよう、バス・モノレール通学費を支
援（無料化）します。
対象：県内の県立高校（全日制・定時制）、県立中学校、国立高等専門学校
（１年～３年）、私立高校、私立中学校に在籍する生徒
※ほかの制度で通学費の支給対象となっている場合は対象外

 ［国公立］
　沖縄県教育支援課
　　　（📞866-2116）
 ［私立］
　沖縄県総務私学課
　　　（📞866-2074）

2　就労支援のための制度・給付金・貸付制度
事業名 内容 受付窓口

1 就労チャレンジ事業
就労に対する不安軽減及び就労へのイメージを深めるとともに、ミスマッチ等
による就労後の離職の軽減を図るための事業です。就職や転職を考えている
方へ、３週間の職場訓練とその後の就労を継続できるようサポートします。

沖縄県母子寡婦
福祉連合会

（📞887-4099）

ひとり親家庭の皆さんへご案内
　読谷村にお住まいのひとり親家庭の方を対象とした村や県等の制度のご案内です。制度ごとに条件が
異なり、申請が必要です。希望する制度がございましたら、受付窓口へお問い合わせください。



事業名 内容 受付窓口

2 在宅就業推進事業
在宅ワークに必要なノウハウの習得支援と、実際に在宅業務にチャレンジして
いただく事業です。募集期間等、詳しくはホームページにてご確認ください。

株式会社　りゅうせきフロ
ントライン

（📞090-8290-3557）

3
自立支援教育訓練
給付金

就職等に結びつく可能性の高い教育訓練講座等を受講した際に、支払った
受講費用の60％に相当する額（上限あり）を支給します。
※支給については、受講前に講座の指定を受ける必要がありますので、受
講前に必ず受付窓口へ連絡してください。

沖縄県
中部福祉事務所
（📞989-6603）

4
高等職業訓練促進
給付金

ひとり親家庭の母又は父が、看護師や介護福祉士などの資格取得のために６
月以上養成機関等で修業する場合に、生活費の負担軽減のため給付金を支
給します。（最大48月）
・非課税世帯：月額100,000円　　課税世帯：月額70,500円

沖縄県
中部福祉事務所
（📞989-6603）

5
高等職業訓練促進
資金貸付金

高等職業訓練促進給付金の対象となる方に対して、入学金として50万円、就
職準備金として20万円を貸し付けます。取得した資格をいかして５年間就労し
た場合、返済が免除になります。

沖縄県母子寡婦
福祉連合会

（📞887-4099）

6 技能習得支援事業
就労環境改善に役立つ資格取得を支援するため、技能習得講座の開講、受
講中の子どもの預かり支援を行っています。
※テキスト代、検定料の自己負担あり（授業料、託児サービス無料）

沖縄県母子寡婦
福祉連合会

（📞887-4099）

3　子育てと生活支援
事業名 内容 受付窓口

1
日常生活支援事業
（ヘルパー派遣）

一時的に家事・育児が困難になったときにヘルパーを派遣します。
読谷村こども未来課の窓口で事前登録が必要です。
・利用料無料、原則として年24回

沖縄県母子寡婦
福祉連合会

（📞887-4099）

2
ファミリーサポートセ
ンター

読谷村ファミリーサポートセンター利用時の利用料助成を行います。
・助成額：１枚500円の「子育てサポート券」を発行
　（年度内に20枚を上限）

読谷村ファミリー
サポートセンター
（📞953-3525）

3
放課後児童クラブひ
とり親等支援事業

読谷村に住所を有し、村内の放課後児童クラブ（放課後児童健全育成事業
対象の学童クラブ）を利用している方で、次のいずれかに該当する世帯
・児童扶養手当または母子及び父子家庭等医療費助成の受給者
・生活保護受給者
・市町村民税所得割非課税世帯
　利用している放課後児童クラブが定める利用料等の2分の1の額（上限5,000円）

読谷村役場
こども未来課

（📞982-9240）

4
ひとり親家庭生活支
援事業

さまざまな課題を抱えているひとり親家庭に対して民間アパートの１室を提供
（原則１年）する住宅支援を行っているほか、就労、子育て支援等、個別実情
に応じた自立支援計画を作成の上、専任のコーディネーターによるトータルサ
ポートを行います。

マザーズスクエア
ゆいはぁと中部
（📞921-7800）

4　養育費の確保等
事業名 内容 受付窓口

1
公正証書等作成費
用の助成

養育費に関する公正証書作成や、養育費保証契約を締結する際の費用につ
いて補助金を交付します。

沖縄県女性力・ダイ
バーシティ推進課

（📞866-2500）

2
専門の相談員や弁
護士による相談

相談員や弁護士による無料相談を行っています。
相談窓口：沖縄県母子寡婦福祉連合会
相談時間：月～金　９時～17時（受付16時30分まで）
電話番号：098-887-4099

沖縄県母子寡婦
福祉連合会

（📞887-4099）

5　その他、相談窓口

1
読谷村

ホームページ

2

 児童扶養手当等のひとり親家庭に関する制度への疑問や相談等のお問合せ
 ・読谷村役場こども未来課　子育て支援係（📞982-9240）　月～金　8：30～17：15

 18歳までのこどもとその家庭の相談を、電話、来所、訪問にて行っています。
 秘密は守りますので、安心してご相談ください。
 ・読谷村役場こども未来課　こども家庭相談室（📞982-9240）　月～金　8：30～17：15


